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   安中市防災行政無線施設条例の一部を改正する条例 

 安中市防災行政無線条例（平成１８年安中市条例第２５号）の一部を次のように改め

る。 

別表を次のように改める。 



別表（第２条関係） 

 固定系 

種別 設置場所 

主配信局 安中市安中２丁目１３番７号 

副配信局 安中市松井田町新堀２４５番地 

安中市安中１丁目１０番３０号 

安中市松井田町五料３９２番地４ 

屋外拡声子局 安中市防災行政無線施設管理運用規則（平成１８年

安中市規則第２２号）に定める場所 

送信局 安中市松井田町横川字大平国有林１５７林班い小林

班外 

戸別受信機 安中市防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関

する規則（平成１８年安中市規則第２３号）に定め

る世帯及び施設 

 



附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


